
令和７年●月●日 

伊勢市長 鈴木 健一 様  

伊勢市宿泊税検討委員会  

委員長 板井 正斉 

 

伊勢市における宿泊税の導入について（答申） 

 

令和６年９月４日付 06 観振第 606 号で諮問のありました伊勢市宿泊税の導入につい

て、下記のとおり答申します。  

 

記 

 
１． 安定的な観光振興のための自主財源について 

伊勢市が安全・安心な観光地として選ばれ続けるためには、安定的な観光振興のための

独自の自主財源が必要であり、その手法として法定外目的税である宿泊税の導入が妥当

である。 

 

２． 使途の方向性 

 市内宿泊客の増加 

 伊勢市へ訪れる観光客の宿泊割合の増加 

 観光客、市民双方の満足度の向上 

 市民生活にも良い影響を与える「住んでよし、訪れてよし」の持続可能な観光地づくり

の推進 

 

３． 使途と施策 

 来訪者の満足度、受入環境の向上 

 観光資源の発掘、磨き上げ 

 持続可能な観光地づくり 

 

 

 

＜案＞ 

資料２ 



４． 主な税制概要 

項目 要件 
課税客体 市内に所在する宿泊施設（簡易宿所及び民泊施設を含む）への宿泊

行為 
課税標準 宿泊施設への宿泊数 
納税義務者 宿泊施設への宿泊者 
徴収方法 特別徴収 
特別徴収義務者 旅館業法、住宅宿泊事業法に規定する事業者 
申告期限 毎月末までに前月の初日から末日分を申告納入 
税率（税額） 1 人 1 泊あたり 200 円 
免税点 なし 
課税免除 なし 
罰則規定 帳簿等の記載、保存等の義務を怠った場合 1 年以下の懲役又は 50

万円以下の罰金 
課税期間    
（見直し期間） 

原則５年ごとに内容の見直し 
（社会情勢等の変化により問題が生じた場合は直ちに見直しを検討） 

特別報償金等 期限内申告・納入額の 2.5％ 
システム整備等の他の支援策の有無を含め、宿泊事業者の理解が得
られるよう市において引き続き検討されたい。 

 

５． 留意事項 

 特別徴収義務者となる宿泊事業者の理解を得ることが重要であり、宿泊事業者の事
務負担の軽減に努めること。そのため、宿泊事業者に対して継続して説明を行い、聴取
した意見も踏まえながら検討を重ね、制度を構築していくこと。 

 納税者となる宿泊客に十分な周知を行い、導入に対する理解を得ていくこと。 
 宿泊税の使途は、宿泊客や宿泊事業者に還元されるものとなること。 
 災害発生や大規模イベント・催事準備に活用ができる手法（基金の設置等）も検討す

ること。 
 宿泊税の制度の見直しや使途、その効果等の検証については、行政関係者のみで決

定することなく、外部の関係者も含めた組織で検証すること。また、その結果については
宿泊事業者のみならず、市民、宿泊客にも広く共有し、理解促進、制度の改善につなげ
ていくこと。 

 近隣の鳥羽市、志摩市との連携を図り、伊勢志摩地域として宿泊客にとってもわかりや
すい制度にすること。 

 三重県が県として宿泊税を導入することとなった場合、宿泊者の負担が増大することや
宿泊事業者にとって複雑な制度となること、使途について公平性が損なわれる恐れが
あることなどの懸念が示されたところであり、十分な配慮を求める。 


